
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日

奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長

吉

田

育

弘

奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
奈
良
県
教
育

委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
二
第
三
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目
に
係
る
学
修

五

高
等
学
校
の
別
科
に
お
け
る
学
修
で
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
て

修
得
し
た
科
目
に
係
る
学
修

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
こ
の
節
」
を
「
こ
の
条
及
び
第
二
十
八
条
の
八
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
退
学
し
た
者
」
の
下
に
「
（
学
齢
生
徒
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
中
「
再
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
」
の
下
に
「
（
学
齢
生
徒
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
中
「
高
等

学
校
」
を
「
中
学
校
又
は
高
等
学
校
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
七
第
一
項
中
「
希
望
す
る
者
」
の
下
に
「
（
学
齢
生
徒
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
第
二
項
中
「
特
別
支
援
学
校
」
を
「
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
奈
良
県
立
奈
良
南
高
等
学
校
の
項
中
「
普
通
」
の
下
に
「
、
建
築
探
究
、
森
林
・
土
木

探
究
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
奈
良
県
立
宇
陀
高
等
学
校
の
項
中
「
ラ
ヒ
ホ
イ
タ
ヤ
科
」
を
「
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
幼
児

教
育
科
」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
の
六
中
「高

等
学
校

」
を
「中

学
校
又
は
高
等
学
校

」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年

七
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
奈
良
県
立
山
辺
高
等
学
校
の
項
の
改
正
規
定
中
「
普
通
、
生
物
科
学
探
究
、
自
立
支
援



農
業
」
を
「
農
業
探
究
、
自
立
支
援
農
業
、
総
合
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
改
正
規
定
中
「
加
え
、
同
表
奈
良
県
立
奈
良
南
高
等
学
校
の
項
中
「
建
築
学
科
」
の

下
に
「
、
建
築
士
養
成
科
」
を
」
を
削
る
。

附
則
第
一
項
中
「
、
同
表
奈
良
県
立
大
和
中
央
高
等
学
校
の
項
及
び
別
表
第
三
奈
良
県
立
奈
良
南

高
等
学
校
の
項
」
を
「
及
び
同
表
奈
良
県
立
大
和
中
央
高
等
学
校
の
項
」
に
改
め
、
附
則
第
二
項
中

「
ビ
ジ
ネ
ス
科
」
の
下
に
「
並
び
に
奈
良
県
立
山
辺
高
等
学
校
の
全
日
制
の
課
程
の
普
通
科
及
び
生

物
科
学
探
究
科
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理

運
営
に
関
す
る
規
則
別
表
第
一
及
び
別
表
第
三
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
別
表
第
三

に
規
定
す
る
奈
良
県
立
宇
陀
高
等
学
校
の
ラ
ヒ
ホ
イ
タ
ヤ
科
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
奈

良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
別
表
第
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
七
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。
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